
財政状況等一覧表（平成１９年度）

（単位：百万円）

団体名 別府市 標準税収入額等
A

普通交付税額
B

臨時財政対策
債発行可能額C

標準財政規模
A+B+C

15,543 6,208 1,035 22,785

１．一般会計等の財政状況
（単位：百万円）

一般会計 42,284 41,797 487 460 561 29,866 基金から561百万円繰入

公共用地先行取得事業特別会計 - - - - - -

一般会計等 42,282 41,795 487 460 - 29,866 基金から561百万円繰入

２．公営企業会計等の財政状況
（単位：百万円）

水道事業会計 2,654 2,109 544 2,084 14 5,309 21 法適用企業

公共下水道事業特別会計 2,697 2,688 10 0 411 10,544 4,249

地方卸売市場事業特別会計 81 81 0 0 30 - -

湯都ピア浜脇事業特別会計 98 98 0 0 86 14 12

競輪事業特別会計 24,175 23,383 792 792 - - -

国民健康保険事業特別会計 14,556 15,476 △ 920 △ 920 1,286 - -

老人保健特別会計 14,919 15,134 △ 215 △ 215 1,180 - -

介護保険事業特別会計 8,165 8,052 113 113 1,153 - -

公営企業会計等 計 1,854 4,160 15,867 4,282

（注） １．法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
２．法適用企業に係るもの以外のものについては「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を表示している。
３．「資金剰余額／不足額（実質収支）」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数（△～）で表示している。
４．「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。

３．関係する一部事務組合等の財政状況
（単位：百万円）

別杵速見広域圏市町村圏
事務組合（一般会計） 822 746 76 76 - - -

別杵速見広域圏市町村圏
事務組合（秋草葬斎場事業特別会計） 62 62 0 0 - - -

別杵速見広域圏市町村圏事務組合
（藤ヶ谷清掃ｾﾝﾀｰ事業特別会計） 843 843 0 0 - 207 156

別杵速見広域圏市町村圏事務組合
（介護認定審査会事業特別会計） 24 24 0 0 - - -

別杵速見広域圏市町村圏
事務組合（普通会計） 1,087 1,011 76 76 - 207 156

別杵速見広域圏市町村圏事務組合
（特別養護老人ﾎｰﾑ広寿苑事業特別会計） 325 307 18 18 - - -

公営企業会計
（法非適用）

大分県市町村会館管理組合 51 46 5 5 - - -

大分県後期高齢者医療広域連合 1,100 1,009 91 91 - - -

一部事務組合等 計 190 - 207 156

４．地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
（単位：百万円）

別府市土地開発公社 0 307 15 4 165 584 - 125

㈶別府市綜合振興センター 2 181 4 - - - - -

㈶別府商業観光開発公社 △ 25 △ 927 5 - - - 950 950

㈶大分県東部勤労者福祉サービスセンター 2 32 17 14 - - - -

別府市南部振興開発㈱ 67 568 26 - - - - -

別府市公設市場精算㈱ 2 36 3 - - - - -

㈳大分県漁業海洋文化振興協会 2 607 3 0 - - - - 県所管第三セクター

㈳大分県漁業公社 11 126 1 1 - - - - 県所管第三セクター

㈳大分県畜産協会 3 328 0 3 - - - - 県所管第三セクター

㈶大分県産業創造機構 59 2,149 15 0 - - - - 県所管第三セクター

地方公社・第三セクター等 計 89 22 165 584 950 1,075

（注） 損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
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５．充当可能基金の状況
（単位：百万円）

充当可能基金名
平成18年度

A
平成19年度

B
差引
B-A

財 政 調 整 基 金 5,010

減 債 基 金 1,544

その他充当可能基金 5,171

充 当 可 能基 金 計 11,725

（注） 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。

６．財政指標の状況

財政指標名
平成18年度

A
平成19年度

B
差引
B-A

早期健全化
基準

財政再生
基準

平成18年度
A

平成19年度
B

差引
B-A

実 質 赤 字 比 率 1.78 2.01 0.23 △ 12.25 △ 20.00 79.2

連結実質赤字比率 10.15 △ 17.25 △ 40.00 0.0

実 質 公 債 費 比 率 7.0 2.1 △ 4.9 25.0 35.0 0.0

将 来 負 担 比 率 14.2 350.0 0.0

財 政 力 指 数 0.63 0.64 0.0

経 常 収 支 比 率 95.1 95.7 0.6

（注） １．「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数（△～）で表示しており、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。
２．「資金不足比率」の早期健全化基準に相当する「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律 20％である（公営競技は0％）。

資金不足比率
（公営企業会計名）

湯都ピア浜脇事業特別会計

地方卸売市場事業特別会計

公共下水道事業特別会計

水道事業会計


